
議題（２） 災害廃棄物に関することについて 

 

●災害廃棄物について 

災害廃棄物とは、「自然災害に直接起因して

発生する廃棄物のうち、生活環境保全上の支

障へ対処するため、市区町村等がその処理を

実施するもの」と定義されています。 

※参考「災害廃棄物対策指針」 

環境省環境再生・資源循環局 災害廃棄物対策室 

 

●災害廃棄物に関係した県等の動向について 

 愛知県は、南海トラフ巨大地震の被害予

測の見直しを行うために外部に調査委託

し、令和８年６月頃に結果を公表する予

定としています。 

 近隣市では、災害発生時おける廃棄物集

積に係るシミュレーション訓練を実施し

ています。 

 

●令和８年度以降の取り組みについて 

 災害廃棄物に関する意見交換（予定） 

自然的に発生することが想定される任意の集積場など、災害廃棄物に関

して、地域住民と意見交換を行い、有事における地域の自主性を醸成する

とともに、課題を整理し、今後の取り組み方等について検討を行います。 

 刈谷市災害廃棄物処理計画の見直し（予定） 

【刈谷市災害廃棄物処理計画の変遷】 

平成 23年 3月 ：国の震災廃棄物対策指針などに基づき策定 

平成 30年 3月 ：東日本大震災の発生等に伴う国の指針の改定等を受け見直し 

県は、南海トラフ巨大地震の被害予測の結果公表後に関係計画を見直し、

その後、市も刈谷市地域防災計画の改正を進める予定です。 

  ⇒刈谷市地域防災計画及び災害廃棄物発生見込量の見直しに伴い、刈谷市災害

廃棄物処理計画を見直す予定です。 

R7.11.11 訓練の様子 ＠岡崎市 


